
 

 

地域包括ケアシステム構築に向けた取組事例（様式） 

 

①市区町村名 徳島県海陽町 

②人口（※１）  １０，４８７人（平成２５年４月１日） （      ） 

③高齢化率（※１） 

（65 歳以上、75 歳以上そ

れぞれについて記載） 

 ３８．６９％ （６５歳以上） 

 ２３．１５％ （７５歳以上） 

（       ） 

（       ） 

①取組の概要  ふれあい・いきいきサロン事業・・・地域において参加者が主体となって自

主的に運営し、地域で生活している方々がふれあいを通し仲間づくりの輪を広

げ、生きがいづくりや社会参加を促進する地域の拠点づくり。 

⑤取組の特徴 

 

・地域の状況に合わせて活動内容は異なるが、介護予防を積極的に取り入れ健

康寿命を延ばそうと共通意識をもって取り組んでいる。 

・日頃の心配ごとや見守りが必要な方の存在把握にも役立っている。 

⑥開始年度 平成１４年６月 

⑦取組のこれまで

の経緯 

・平成１４年６月より海南地区にでき、平成１８年３月の市町村合併により、

海部・宍喰地区にもできる。 

・ふれあい・いきいきサロンは自主的な取り組みであるが、平成２４年度より、

地域包括支援センターの介護予防出前講座を利用するようになり、介護予防

への意識啓発に繋がっている。 

・ふれあい・いきいきサロンサポーター情報交換会を開催し、地域の状況把握

をするとともに、サポーターのスキルアップを図る。 

⑧主な利用者と人

数 

別紙参照 

⑨取組の実施主体

及び関連する団

体・組織 

・事業実施主体・・・海陽町社会福祉協議会 

・連携団体・・・地域包括支援センター、民生児童委員協議会、老人クラブボ

ランティア 

⑩市区町村の関与

（支援等）（※２） 

・財政支援なし 

 

 

⑪国・都道府県の関

与（支援等）（※３） 

・財政支援なし 

⑫取組の課題 ・高齢化が進んだ地域では、世話役であるサポーターが不足している。 

 

⑬今後の取組予定 ・地域包括支援センターの出前講座を利用しながら、介護予防の意識啓発を図

る。 

・支え合いマップづくりを通して、地域の様々な福祉課題を共有し、課題の解

決に結びつけたい。 

 

⑭その他  

 

 

徳島県 

 

 



 

⑮担当部署及び連

絡先 

海陽町保健福祉課  

０８８４－７３－４３１２ 

※１ 一部地域に限定した実施の場合は、当該地域の人口・高齢化率を（  ）内に記載してください。 

※２ 市町村から財政的支援が行われている場合には予算額等を含めて記載ください。 

※３ 国や都道府県から財政的支援を受けている場合は、補助金や交付金等の名称、額等を含めて記載

ください。 

  

 



ふれあい・いきいきサロン事業実施要綱 

 

 

（目 的） 

第１条 ふれあい・いきいきサロン（以下「サロン」という。）は、地域において参加者が主

体となって自主的に運営し、地域で生活している方々がふれあいを通し仲間づくりの輪を広

げ、生きがいづくりや社会参加を促進する地域の拠点づくりを目的とする。 

 

（実施主体） 

第２条 この事業は、サロンが実施主体となり、海陽町社会福祉協議会（以下「本会」という。）

が支援する。 

 

（参加対象者） 

第３条 参加対象者は、各サロンで定める地域に居住する方々とし、1 サロンの参加者数は、

原則として 5 名以上とする。 

 

（世話人） 

第４条 サロン運営は、サロンサポーターの協力を得る。 

 

（実施場所） 

第５条 サロンの場所は、各サロンにおいて確保するものとし、原則として地域の公民館、集

会所等の公共的施設とする。ただし、借り受ける適当な公共的施設がない場合は民家

等を使用することができる。 

 

（事業内容等） 

第６条 サロンの事業内容については、次の各号に掲げる基準を参考に決定するものとする。 

（１） 開催回数 原則として月 1回以上とし定期的に開催する。 

（２） 事業内容 各サロンにおいて決定する。 

（３） 会費又は参加費 各サロンの状況に応じて決定する。 

 

（助成金の額） 

第７条 サロンの設立及び年間活動に対し、助成金を交付する。 

サロン設立時及び、継続サロンには、3,000円を助成する。 

 

(助成金の交付申請及び事業計画) 

第８条 サロン設立時の助成金を受けようとするサロンの代表者は、サロン設立時助成金交付

申請書（様式第１号）に本会会長が必要と認める書類を添付して、本会会長に提出し

なければならない。 

２ サロン事業の活動助成金を受けようとするサロンの代表者は、サロン活動助成金交付

申請書（様式第２号）に本会会長が必要と認める書類を添付して、本会会長に提出し

なければならない。 

  

 



（実績報告） 

第９条 サロンの代表者は、事業完了後速やかに活動実績報告書（様式第５号）に本会会長が

必要と認める書類を添付して、本会会長に提出しなければならない。 

 

  附 則 

１ この要綱は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

   

  

 



№ 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
8 回

57 名
8 回

69 名
11 回

107 名
11 回

151 名
11 回

111 名
8 回

75 名
8 回

91 名
3 回

19 名
10 回

162 名
10 回

155 名
11 回

249 名
6 回

135 名
10 回

207 名
12 回

177 名
11 回

141 名
12 回
86 名

6 回
85 名
11 回

103 名
9 回

84 名
11 回

121 名
11 回
82 名

9 回
214 名

8 回
51 名
12 回

168 名
2 回

35 名
8 7 9 11 6 9 6 5 5 16 回

10 10 7 10 9 9 10 131 名
10 10 6 6 9 9 8 6 8 9 19 回
12 8 9 8 5 8 7 16

9 163 名
6 回

99 名
4 回

47 名
5 回

27 名
6 回

32 名
7 回

119 名
5 回

86 名
3 回

44 名
5 回

102 名
0 回
0 名
5 回

75 名
4 回

56 名
回数 33 24 32 31 13 29 31 30 22 25 23 19 312 回
人数 458 291 456 368 139 363 350 345 312 308 299 227 3916 名

H22年度立ち上げ（12ヵ所） H23年度立ち上げ(10ヵ所） H24年度立ち上げ(5ヵ所)
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28 塩深
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宍
喰

38 浜北

34

27

33

平成2４年度ふれあい・いきいきサロン実績   　　
合計

1 大比

地区

9 6 11 8

馳馬31

2 平井

3

30 尾崎

神野

大内

4

合計

35 西南

36 那佐

37 浜南

飯持

10 四方原

11 松原

9

川
東

12

16 熟田

中小路

13 浜崎

14 前田

15 吉野

19 櫛川

20 中山

21 芝

11 10 7

10

22 奥浦

17 浅
川

浅川東

18 浅川浜

海
部

25 高園

久保

西北・中

久尾

23 吉田

24

26

野江

32 日比原
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9 9 6 87 8 8 6 8 7 4 6
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15 20

21 15 16 18 12 17

12 13 9 13

5 3 9 6 4

7 5 5 6 5 4

19 22 19 14 10 21 14
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15 20 9

22 25 18 24 13
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20 13 15 8

 

 


